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１月臨時会

２月定例会

1月 臨 時 会 ／ ２月 定 例 会

議案の審議結果 ※太字は委員会付託議案です。

専決処分の承認報　告
令和７年度富士市一般会計補正予算（第６号）
令和７年度富士市一般会計補正予算（第７号）

規則の改正発　議
富士市議会傍聴規則

一般会計（第８号）
≪特別会計≫国民健康保険事業（第４号）・後期高

齢者医療事業（第２号）・介護保険事
業（第３号）・新富士駅南地区土地区
画整理事業（第２号）・第二東名ＩＣ
周辺地区土地区画整理事業（第２
号）・駐車場事業（第１号）・森林財産
（第１号）

≪企業会計≫水道事業（第２号）・水道事業（第３
号）・公共下水道事業（第３号）・病院
事業（第５号）

令和７年度　富士市各会計補正予算予　算

■全会一致で可決、承認した議案

■全会一致で可決、同意した議案

≪特別会計≫介護保険事業・新富士駅南地区土地
区画整理事業・駐車場事業・富士山フ
ロント工業団地第３期整備事業・森
林財産・鈴川財産区・今井財産区・大
野新田財産区・檜新田財産区・田中新
田財産区

≪企業会計≫水道事業

令和８年度　富士市各会計予算予　算

富士市職員の定年等に関する条例等
富士市職員の給与に関する条例
富士市職員の給与に関する条例及び富士市職員の
特殊勤務手当に関する条例
富士市職員の特殊勤務手当に関する条例
富士市職員等の旅費に関する条例
富士市特別会計条例
富士市鈴川財産区等管理会条例
富士市手数料条例
富士市立保育園の設置等に関する条例
富士市救急医療センター条例
富士市斎場条例
富士市国民健康保険税条例
富士市介護保険条例
富士市火入れに関する条例
富士市都市公園条例
岳南広域都市計画富士駅北口周辺地区計画の区域
内における建築物の制限に関する条例
富士市営住宅条例
富士市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関
する条例
富士市水道事業及び公共下水道事業企業職員の給
与の種類及び基準に関する条例及び富士市会計年
度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
富士市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に
関する条例
富士市育英奨学条例
富士市立体育館の設置及び管理に関する条例
富士市火災予防条例
富士市消防団員等公務災害補償条例

富士市防災・減災基金条例
富士市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準
を定める条例

条例の制定条　例

富士市表彰条例
富士市附属機関設置条例
富士市行政手続条例
富士市職員定数条例

条例の改正条　例

契　約
富士市総合体育館等整備・運営事業

契約の一部変更
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■賛成多数により可決した議案

人　事
副市長の選任
富士市監査委員の選任
富士市固定資産評価審査委員会委員の選任
富士市鈴川財産区等管理委員の選任

令和８年度　富士市各会計予算予　算
一般会計　　　　　　　　　　（賛成29：反対2）
≪特別会計≫国民健康保険事業（賛成30：反対1）
　　　　　　後期高齢者医療事業
　　　　　　　　　　　　　　（賛成30：反対1）
≪企業会計≫公共下水道事業　（賛成30：反対1）
　　　　　　病院事業　　　　（賛成30：反対1）

市道路線の認定等その他
市道路線の認定・市道路線の廃止・市道路線の変更

発　議
富士市の救急医療を守り抜く条例の制定
総合計画審査特別委員会の設置

議案に対する各議員の賛否は富士市議会ウェブサイトを御覧ください。

１月臨時会、
２月定例会の
会期内容はこちら▶

富士市こども医療費助成金支給条例（賛成30：反対1）
条例の改正条　例

　令和８年１月29日に委員会を開催し、昨年12月
１日から本年１月５日にかけて行われたパブリッ
ク・コメント制度による市民からの２件の意見に
ついて協議しました。いずれも今後の参考とする
ものとし、当特別委員会としては、条例案を原案の
とおりとすることに決し、条例案は会議規則第14

条第２項の規定により委員会提出議案として、２
月定例会に上程することとしました。
　これにより、当特別委員会の所期の目的は達成
したと判断し、今回の委員会をもって、審査を終了
することに決しました。
　よって、当特別委員会は廃止となりました。

１月29日に（仮称）富士市の救急医療を守り抜く条例制定に向けた検討についてを議題として開催しました。

（仮称 ）富士市の救急医療を守り抜く
　　　　　　　　　条例検討特別委員会
（仮称 ）富士市の救急医療を守り抜く
　　　　　　　　　条例検討特別委員会 の結果報告

　富士市の救急医療を守り抜く条例は、令和８年
２月13日に開催された本会議で可決し、４月１日
から施行されました。
　条例を制定するための特別委員会を立ち上げ、
委員会発議で条例案を上げたのは、富士市議会の
歴史においても、今回が初めてとなります。
＜条例案の概要＞
　市民が安心して救急医療を受けることができる
体制を安定したものにしていくためには、医療関
係者の努力はもとより、市民一人ひとりが救急医療

の重要性を理解し、救急医療を適正に利用し、また
救命活動に協力することにより、市、市民、医療機関
等が一体となって支えていくことが求められます。
　そのため本条例では、市、市民等、救急医療機関、
市立中央病院、議会、それぞれの役割について定め
るとともに、関係機関で構成する連絡調整会議の
設置や、救急医療の提供の状況及び効果を毎年評
価することなどを定めています。

富士市議会で新たな条例を制定しました！

１月臨時会 ２月定例会
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条例の全文・逐条解説等はこちら▶

PDFで御覧に
なりたい方はこちら▶

　市民に開かれた議会への取組の一環として、親
しみやすく身近に感じられる市議会だよりを目
指し、今号から全ページのカラー化を行いました。

　今後も、より見やすく親しみやすい「ふじ市議会
だより」となるよう、レイアウトや内容の充実を
図っていきます。

今号から全ページカラー化を実現！




